
議案第 45号  

 

 

   西脇市職員の分限及び懲戒に関する条例の一部を改正す  

る条例の制定について  

 

 

 西脇市職員の分限及び懲戒に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。  

 

 

  令和７年８月 29日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 同一傷病による休職の通算規定を見直し、休職を命ぜられた職員の

十分な療養期間を確保するため。  
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（
休
職
の
効
果
）
 

第
７
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
休
職
の
期
間
が
、
別
表
に
掲
げ
る
期
間
に
満
た
な
い
場
合
に

は
、
そ
の
休
職
を
発
令
し
た
日
か
ら
引
き
続
き
別
表
に
掲
げ
る
期
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超
え
な
い
範
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